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達成度
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事業名

（取り組み）
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次世代
の重点
目標等

　計画書

1
教育・保育事業における
幼稚園、保育所（園）で
実施する保育

こども課

①利用調整による確保
２号認定者については幼稚園＋預かり保育の活用
により保育ニーズの充足を図る。
②定員増による確保
「野洲市幼保一元化方針および幼稚園・保育所施
設整備計画」による施設改修整備や、定員見直し
などによる定員増により、保育ニーズの需要超過
の解消を図る。

定員数
幼稚園定員（１号認定、２号認定相当（14時
以降一定時間））　1,575人
保育園定員（２号認定、３号認定）　980人

必
①
⑥

⑯
⑰

P22

2 子育て短期支援事業 家庭児童相談室

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を
受けることが一時的に困難となった児童につい
て、児童養護施設などに入所させ、必要な保護を
行う事業（短期入所生活援助事業（ショートステ
イ事業）及び夜間養護等事業（トワイライトステ
イ事業））を継続する。（守山市内法人へ委託）

年間延べ利用者数 １カ所　40人日
④
⑤
⑪

P25 P30

3
ファミリー・サポート・
センター事業

こども課

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護
者を会員として、児童の預かりなどの援助を受け
ることを希望する者と当該援助を行うことを希望
する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行
う。また事業における現行体制を維持しつつ、情
報の周知のあり方を検討する。

年間延べ利用者数 558人日 ⑫ ② P25 P30

4 一時預かり事業 こども課

家庭において保育を受けることが一時的に困難と
なった乳幼児について、主として昼間において、
幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点その他の場
所で一時的に預かり、必要な保護を継続的に実施
する。加えて、幼稚園では、質の維持向上に努
め、利用しやすい環境整備を推進し、保育所、子
育て支援センターでは、ニーズの推移に即応でき
るよう、きめ細やかな現状把握を行う。

年間延べ利用者数

市内幼稚園　７か所　80,500人日
※８カ所（ゆきはた幼稚園）
幼稚園以外　３か所　　1,500人日
ファミリー・サポート・センター事業（就学
前児童）　１カ所　240人日

②
⑩

P26 P31

5 延長保育事業 こども課

保育認定（２号、３号）を受けた子どもについ
て、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間
において、保育所（園）において保育を継続的に
実施する。

利用者数 市内全認可保育所（園）　10園　980人 ③ P26 P33

6 病児・病後児保育事業 こども課

病気あるいは病みあがりの児童について、病院・
保育所等に付設された専用スペース等において、
看護師などが一時的に保育する事業の検討及び体
調不良児対応型の継続実施を行う。

箇所数
年間延べ利用者数

病児・病後児保育事業　0カ所　0人日
体調不良児対応型　２カ所　72人日
子育て援助活動支援事業（病児・緊急対応強
化事業）　0カ所　0人日

⑦ P26 P34

7
多様な主体が本制度に参
入することを促進するた
めの事業（新規）

こども課

幼稚園、保育所（園）などへの民間事業者の参入
の促進に関する調査研究、その他多様な事業者の
能力を活用した幼稚園、保育所（園）などの設置
又は運営を促進するための事業の検討を行う。

-

家庭的保育事業等を検討している事業者に対
し、適時、相談に対応するとともに、多様な
事業者の参入促進事業の実施について検討す
る。

★ P26 P39

8 利用者支援事業（新規）
子育て支援セン

ター・健康推進課

教育・保育施設や地域の子育て支援事業などの情
報提供及び必要に応じ相談・助言などを行うとと
もに、関係機関との連絡調整等を実施する。

箇所数

１カ所
※２カ所
H28年度より子育て支援ｾﾝﾀｰで実施予定。健
康推進課についてはH27.10より妊産婦の状
況を継続的に把握し、必要に応じて支援プラ
ン作成をする等、妊娠期から子育て期にわた
るまでの総合的相談支援を継続的に実施す
る。

★ ⑭ P25 P27

9 地域子育て支援拠点事業 子育て支援センター
乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を
開設し、子育てについての相談、情報の提供、助
言その他の援助を継続的に実施する。

箇所数 ３か所　21,000人日 ⑨
①
④

P25 P27

10 乳児家庭全戸訪問事業 健康推進課

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問
し、子育て支援に関する情報提供や養育環境など
の把握を行い、乳幼児のいる全家庭訪問をめざ
し、事業の推進を図る。

訪問乳児数 482人（全戸訪問の実施） ★ ⑭ P25 P29
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(1) 多様な保育サービスの充実

(2) 地域での子育て支援体制の充実

2 基本目標１（H28） 
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11 養育支援訪問事業 家庭児童相談室

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を
訪問し、養育に関する指導・助言等を行うことに
より、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事
業を継続的に実施する。

訪問乳児数
24人（養育支援が必要な家庭に対して訪問支
援）

★ ③ P25 P29

12 子育て短期支援事業 子育て家庭支援課 事業№２と同じ 事業№２と同じ 事業№２と同じ 事業№２と同じ 事業№２と同じ
④
⑤
⑪

P25 P30

13
ファミリー・サポート・
センター事業

こども課 事業№３と同じ 事業№３と同じ 事業№３と同じ 事業№３と同じ 事業№３と同じ ⑫ ② P25 P30

14 一時預かり事業 こども課 事業№４と同じ 事業№４と同じ 事業№４と同じ 事業№４と同じ 事業№４と同じ
②
⑩

P26 P31

15 延長保育事業 こども課 事業№５と同じ 事業№５と同じ 事業№５と同じ 事業№５と同じ 事業№５と同じ ③ P26 P33

16 病児・病後児保育事業 こども課 事業№6と同じ 事業№6と同じ 事業№6と同じ 事業№6と同じ 事業№6と同じ ⑦ P26 P34

17 放課後児童クラブ こども課

保護者が労働などにより昼間家庭にいない、小学
校に就学している児童に対し、授業の終了後に小
学校の余裕教室、児童館などを利用して適切な遊
び及び生活の場を提供する。また、本事業を継続
的に実施する。

箇所数
利用者数

800人（20カ所）
※980人（22カ所（中主第二、北野第一））

⑧ ⑱ P26 P37

18 延長保育事業 こども課 事業№５と同じ 事業№５と同じ 事業№５と同じ 事業№５と同じ 事業№５と同じ ③ P26 P33

19 病児・病後児保育事業 こども課 事業№6と同じ 事業№6と同じ 事業№6と同じ 事業№6と同じ 事業№6と同じ ⑦ P26 P34

20
実費徴収に係る補足給付
を行う事業（新規）

こども課

保護者の世帯所得の状況などを勘案して、幼稚
園、保育所（園）などに対して保護者が支払うべ
き日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物
品の購入に要する費用又は行事への参加に要する
費用等を助成する事業の検討をする。

-

平成27年度に制定した野洲市実費徴収に係る
補足給付事業補助金交付要綱に基づき対象者
に補助金の支給を行う。
対象保護者：生活保護世帯等
補助対象経費及び補助金の額：副食材料費　1
人当たり月額4,500円、食材料費以外の実費
徴収額　1人当たり月額2,500円

★ P26 P39

21 妊婦健康診査 健康推進課

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対
する健康診査として、健康状態の把握、検査計
測、保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の
適時に必要に応じた医学的検査を継続的に実施
し、受診率の向上を図る。

妊婦の健康診査数 574人（妊婦健康診査の公費負担を継続） ★ P25 P28

22 妊婦健康診査 健康推進課 事業№21と同じ 事業№21と同じ 事業№21と同じ 事業№21と同じ 事業№21と同じ ★ P25 P28

23 乳児家庭全戸訪問事業 健康推進課 事業№10と同じ 事業№10と同じ 事業№10と同じ 事業№10と同じ 事業№10と同じ ★ ⑭ P25 P29

24 母子健康手帳の交付 健康推進課
母子健康手帳交付時には、保健師による面接を行
い、妊娠と乳幼児に関する行政情報、保健・育児
情報のきめ細かな提供を行う。

-

母子健康手帳交付時には、保健師・助産師に
よる面接を行い、妊娠と乳幼児に関する行政
情報、保健・育児情報のきめ細かな提供を全
数実施し、必要時継続的な個別支援へつな
ぐ。

P41 P42

25
訪問指導（妊産婦・新生
児・乳幼児）

健康推進課

母親が最も不安を感じる出産前後、乳幼児期まで
は保健師や助産師が訪問指導を実施し、子どもの
健やかな成長発達が促されるよう、育児支援を行
う。

-

乳幼児期までは保健師や助産師が訪問指導を
実施し、妊産婦の出産・育児不安の軽減を図
り、子どもの健やかな成長発達が促されるよ
う育児支援を行う。

⑭ P41 P42

26
妊産婦の地域・行政との
交流機会創出

健康推進課

「マタニティサロン」、「育児サロン」、「出産
準備教室」などを継続するとともに、より多くの
参加促進のため周知活動を推進するほか、両親で
参加できるプログラムを検討・実施する。また、
個別に話をする機会である訪問指導などを充実
し、育児の不安や悩みの解消を図る。

-
妊娠期の地域子育て支援の充実のために「マ
タニティサロン」、「育児サロン」、「出産
準備教室」などを継続実施する。

P41 P42

27
妊産婦及び家族への禁煙
支援

健康推進課

母子健康手帳交付時や訪問のほか、各種教室の相
談、乳幼児健診など、タバコのもたらす妊産婦及
び家族の健康への影響について知識を普及する機
会を拡充し、同居家族による受動喫煙の防止や禁
煙に向けた取り組みを、関係各課連携のもと推進
する。

-

母子健康手帳発行時喫煙妊婦への禁煙指導に
加え、妊婦家族の喫煙者への禁煙や受動喫煙
の知識普及など、受動喫煙の防止や禁煙に向
けた取り組みを進める。

P41 P42

28
不妊治療に関する情報提
供や相談体制の充実

健康推進課
不妊治療に関する不安や悩みを解消するために、
関係機関が連携して、情報提供や相談体制を確立
する。また経済的支援に関する情報提供を行う。

-
不妊治療への情報提供等を相談窓口案内等で
引き続き実施する。また、治療費に対する経
済的な支援についても引き続き行う。

P41 P42
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(2) 地域での子育て支援体制の充実

(3) ワーク・ライフ・バランスの推進

(4) 経済的負担の軽減

(5) 関連事業との連携（母子保健　など）

3 基本目標１（H28） 
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29 乳幼児健康診査の推進 健康推進課

乳幼児の異常の早期発見と疾病予防、また虐待に
つながる不適切な養育環境を把握するため、４か
月、10か月、１歳半、２歳半、３歳半児に対す
る定期健康診査を実施する。また、関係各課が連
携して周知促進を行い受診率向上を図る。

-

４か月、10か月、１歳半、２歳半、３歳半児
に対する乳幼児健康診査を実施し、未受診児
には各関係機関と連携し、周知や保健師の訪
問等により受診勧奨を行い受診率の向上を図
る。

P41 P42

30 予防接種事業の周知 健康推進課

乳幼児の感染症予防のため、医療機関にて行われ
るＨｉｂ、肺炎球菌、四種混合、ＢＣＧ、ＭＲな
どの定期予防接種について、広く情報提供を行
う。

-
Ｈｉｂ、肺炎球菌、四種混合、ＢＣＧ、ＭＲ
などの定期予防接種について、広く情報提供
を継続実施する。

P41 P42

31 育児相談の充実 子育て支援センター

子育ての中で生じる様々な悩みについて、育児相
談を開催する。開催にあたっては、子育て支援セ
ンターなどを中心に、市民にとって少しでも身近
な場での開催を検討する。

-

日頃の語りかけを大切な場としまた常時育児
相談の実施（電話・面接などケースにあわせ
て）する。
個々の利用者に応じた支援のサービスを各関
係機関との連携を図りながら提供する。
地域の子育て関連情報の収集と発信を行う。

P41 P42

32
小児救急医療体制に関す
る情報の提供

健康推進課

小児の救急医療が必要となった場合に、どこで診
療が受けられるかの情報を関係各課連携のもとで
提供し、適切な医療が早期に受けられるように支
援する。

-
妊娠期、乳児期から集中的に小児の救急医療
に関する情報の提供を行う。

P41 P43

33
かかりつけ医づくりの推
進

健康推進課
子どもの健康管理、疾病予防に関して相談でき
る、かかりつけ医づくりを、乳幼児健康診査時や
各種教室時など、様々な機会を通じて推進する。

- かかりつけ医づくりの推進を継続する。 P41 P43

34 医療費の助成 保険年金課

福祉医療費助成制度については、制度の枠組みを
維持していくため、制度本来の目的である経済的
支援という基本的なスタンスに立ち返り、制度の
適正化に向け必要な見直し・改善を図る。

-

乳幼児への医療費助成については、これまで
の市単独助成分も含めて今年度からすべて県
制度へと移行しており、経済的支援策として
は広域的・安定的に充足されたところであ
り、また、国においても、子どもの医療費負
担のあり方のついての検討が進められてお
り、これら国・県の動向を見定めつつ、必要
に応じて適切な市助成のあり方を検証する。

P41 P43

35
不慮の事故防止に関する
啓発の推進

健康推進課

乳幼児期に起こりやすい事故について周知を図
り、不慮の事故を防止するため、乳幼児健康診査
時や各種教室時など、様々な機会を通じて、広報
誌や配布物等を活用して事故防止についての啓発
を実施する。

-
乳幼児期に起こりやすい事故について周知を
図る。

P41 P43
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(5) 関連事業との連携（母子保健　など）

4 基本目標１（H28） 


